
割賦販売法（後払分野)に基づく監督の基本方針の改正案 新旧対照条文

（傍線部分は改正部分）

改 正 案 現 行

改正経緯 改正経緯

平成２４年１０月１７日 制定・施行 平成２４年１０月１７日 制定・施行

平成２５年３月２９日 同年４月１日 施行 平成２５年３月２９日 同年４月１日 施行

平成２６年６月４日 改正・施行 平成２６年６月４日 改正・施行

平成２８年７月１１日 改正・施行 （新規）

第１章 信用購入あっせん業者の監督に関する基本 第１章 信用購入あっせん業者の監督に関する基本

的考え方 的考え方

Ⅰ－１～３ （略） Ⅰ－１～３ （略）

Ⅰ－４ 監督の実施の枠組み Ⅰ－４ 監督の実施の枠組み

Ⅰ－４－１～３ （略） Ⅰ－４－１～３ （略）

Ⅰ－４－４ 認定割賦販売協会の活用及び自主 Ⅰ－４－４ 認定割賦販売協会の活用及び自主

規制規則の位置づけ 規制規則の位置づけ

信用購入あっせん業者の業務の健全性を高める 信用購入あっせん業者の業務の健全性を高める

ためには、信用購入あっせん業の実状を把握した ためには、信用購入あっせん業の実状を把握した

上で適切な行政上の措置を行うとともに、業界の 上で適切な行政上の措置を行うとともに、業界の

自主規制機能を活用して、業務の適正な運営を行 自主規制機能を活用して、業務の適正な運営を行

うための自主的な取組を推進するよう促すことが うための自主的な取組を推進するよう促すことが

重要である。 重要である。

割販法に基づき経済産業大臣が認定した認定割 割販法に基づき経済産業大臣が認定した認定割

賦販売協会である一般社団法人日本クレジット協 賦販売協会である社団法人日本クレジット協会

会（以下「認定割賦販売協会」という ）は、割 （以下「認定割賦販売協会」という ）は、割販。 。

販法上、事業者の自主規制機能を発揮することに 法上、事業者の自主規制機能を発揮することによ

より購入者等の利益の保護とクレジット取引の健 り購入者等の利益の保護とクレジット取引の健全

全な発達を目指すための団体として位置づけられ な発達を目指すための団体として位置づけられて

ていることから、経済産業省は、認定割賦販売協 いることから、経済産業省は、認定割賦販売協会

会と密接な連携のもと、同協会の機能の活用を図 と密接な連携のもと、同協会の機能の活用を図り

りつつ、適正なクレジット取引の発達を目指すも つつ、適正なクレジット取引の発達を目指すもの

のとする。 とする。

なお、割販法において認定割賦販売協会は、ク なお、割販法において認定割賦販売協会は、ク

レジット業界の実態を踏まえつつ、割賦販売等に レジット業界の実態を踏まえつつ、割賦販売等に

係る取引の公正の確保及びクレジットカード番号 係る取引の公正の確保及びクレジットカード番号

等の適切な管理を図るために必要な規則 以下 自 等の適切な管理を図るために必要な規則 以下 自（ 「 （ 「

主規制規則」という ）を制定することとされて 主規制規則」という ）を制定することとされて。 。

いることから、経済産業省は、監督・検査の実施 いることから、経済産業省は、監督・検査の実施

において、協会会員による自主規制規則の遵守状 において、協会会員による自主規制規則の遵守状

況にも留意する必要がある。 況にも留意する必要がある。

Ⅰ－４－５ （略） Ⅰ－４－５ （略）
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Ⅰ－５・６ （略） Ⅰ－５・６ （略）

第２章 信用購入あっせん業者に対する監督 第２章 信用購入あっせん業者に対する監督

Ⅱ－１ （略） Ⅱ－１ （略）

Ⅱ－２ 監督に係る考え方と評価項目 Ⅱ－２ 監督に係る考え方と評価項目

信用購入あっせん業者に対する監督は、下記の各 信用購入あっせん業者に対する監督は、下記の各

評価項目に則して、その業務実態を確認するもので 評価項目に則して、その業務実態を確認するもので

あり、当該評価項目は、信用購入あっせん業者に対 あり、当該評価項目は、信用購入あっせん業者に対

する業務改善の指摘、行政処分の判断基準ともなる する業務改善の指摘、行政処分の判断基準ともなる

ことから、信用購入あっせん業者は、当該評価項目 ことから、信用購入あっせん業者は、当該評価項目

の充足状況を自ら検証し、必要に応じ業務運営を改 の充足状況を自ら検証し、必要に応じ業務運営を改

善しなければならない。 善しなければならない。

なお、監督に当たっては、信用購入あっせん業者 なお、監督にあたっては、信用購入あっせん業者

の業態等の多様性に鑑み、必ずしも全ての評価項目 の業態等の多様性に鑑み、必ずしも全ての評価項目

を適用しえない可能性があり、機械的かつ画一的な を適用しえない可能性があり、機械的かつ画一的な

評価、運用に陥らないよう配慮する必要がある。同 評価、運用に陥らないよう配慮する必要がある。同

様に、評価項目が形式的に具備されていても、割販 様に、評価項目が形式的に具備されていても、割販

法の主旨信用購入あっせん業者の業務の適切性の確 法の主旨信用購入あっせん業者の業務の適切性の確

保並びに公益及び消費者等の保護の観点から、必ず 保並びに公益及び消費者等の保護の観点から、必ず

しも十分とは判断されない場合もあることに留意が しも十分とは判断されない場合もあることに留意が

必要である。 必要である。

また、本章においては割販法、割販法同政令及び また、本章においては割販法、割販法同政令及び

割販法同省令に基づき信用購入あっせん業者に求め 割販法同省令に基づき信用購入あっせん業者に求め

られる取組を中心に記載しているが、一部、法令に られる取組を中心に記載しているが、一部、法令に

は規定されていないものの、割販法の趣旨である消 は規定されていないものの、割販法の趣旨である消

費者保護や適正なクレジット取引の実現のためには 費者保護や適正なクレジット取引の実現のためには

実施されることが望ましいと考えられる事項につい 実施されることが望ましいと考えられる事項につい

ても記載している（◇で示している項目 。また、包 ても記載している（◇で示している項目 。また、包） ）

括信用購入あっせん業者に対しては、犯収法に基づ 括信用購入あっせん業者に対しては、犯収法に基づ

き取引時確認等の義務が課せられていることにも留 き取引時確認等の義務が課せられていることにも留

意が必要である。 意が必要である。

なお、本章の項目の記載方法は 「信用購入あっせ なお、本章の項目の記載方法は 「信用購入あっせ、 、

ん業者」として包括信用購入 ん業者」として包括信用購入

あっせん業者、個別信用購入あっせん業者において あっせん業者、個別信用購入あっせん業者において

共通の項目を記載し、包括信用購入あっせん業者、 共通の項目を記載し、包括信用購入あっせん業者、

クレジットカード等購入あっせん業者、個別信用購 クレジットカード等購入あっせん業者、個別信用購

入あっせん業者それぞれのうち、特定の者のみが対 入あっせん業者それぞれのうち、特定の者のみが対

象となる項目については 【包括信用購入あっせん業 象となる項目については 【包括信用購入あっせん業、 、

者対象項目 【クレジットカード等購入あっせん業 者対象項目 【クレジットカード等購入あっせん業】、 】、

】、【 】 】、【 】者対象項目 個別信用購入あっせん業者対象項目 者対象項目 個別信用購入あっせん業者対象項目

と記載している。 と記載している。

Ⅱ－２－１ 基本事項、法令等遵守（コンプライ Ⅱ－２－１ 基本事項、法令等遵守（コンプライ

アンス）体制等 アンス）体制等



- 2 -

Ⅱ－２－２ 業務の適切性 Ⅱ－２－２ 業務の適切性

Ⅱ－２－２－１ 過剰与信防止義務 Ⅱ－２－２－１ 過剰与信防止義務

Ⅱ－２－２－１－１ 与信審査等 Ⅱ－２－２－１－１ 与信審査等

（略） （略）

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５）信用購入あっせんの手数料の割合につい （５）信用購入あっせんの手数料の割合につい

ては、割販法に義務規定はないものの、消 ては、割販法に義務規定はないものの、消

費者保護及び適正な業務の運営の観点から 費者保護及び適正な業務の運営の観点から

、以下の点に留意するものとする （◇） 、以下の点に留意するものとする （◇）。 。

① 信用購入あっせん業者が購入者等から ① 信用購入あっせん業者が購入者等から

徴収する手数料については、出資の受入 徴収する手数料については、出資の受入

れ、預り金及び金利等の取締りに関する れ、預り金及び金利等の取締りに関する

法律（昭和２９年法律第１９５号。以下 法律（昭和２９年法律第１９５号。以下

「出資法」という ）第５条第２項に規 「出資法」という ）第５条第２項に規。 。

定される割合を超えていないこと。 定される割合を超えていないこと。

② 購入者等から信用購入あっせんに係る ② 購入者等から信用購入あっせんに係る

手数料を徴収しない場合には、手数料率、 手数料を徴収しない場合には、当該手数

現金販売価格又は現金提供価格及び支払総 料を負担している者を明確にし、現金販

額の記載等により、信用購入あっせんの手 売価格又は現金提供価格に当該手数料を

数料を徴収しない旨を明確にすること。 上乗せしていないこと。ただし、ボーナ

ス一括払い等の購入者等から手数料を徴

収しないことが一般的に明確な取引につ

いては、改めて手数料を負担している者

を明確にする必要はない。

Ⅱ－２－２－２ 公正かつ適切な取引の確保 Ⅱ－２－２－２ 公正かつ適切な取引の確保

（略） （略）

Ⅱ－２－２－２－１ 取引条件の表示及び書面 Ⅱ－２－２－２－１ 取引条件の表示及び書面

の交付【包括信用購入あ の交付【包括信用購入あ

っせん業者対象項目】 っせん業者対象項目】

（略） （略）

（１） （略） （１） （略）

（２）書面の記載に当たっては、法令に定める （新規）

用語を使用していること（読み替えによる

記載を含む 。。）

（３）書面交付の方法、タイミングが適正であ （２）書面交付の方法、タイミングが適正であ

ること。 ること。

Ⅱ－２－２－２－２ 特定取引に係る書面の交 Ⅱ－２－２－２－２ 特定取引に係る書面の交

付【個別信用購入あっせ 付【個別信用購入あっせ

ん業者対象】 ん業者対象】

（略） （略）

（１） （略） （１） （略）

（２）書面の記載に当たっては、法令に定める （新規）
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用語を使用していること（読み替えによる

記載を含む 。。）

（３）書面交付の方法、タイミングが適正であ （２）書面交付の方法、タイミングが適正であ

ること。 ること。

（４）個別信用購入あっせんに係る団体信用生 （３）個別信用購入あっせんに係る団体信用生

命保険（以下「団信保険」という ）の取扱 命保険（以下「団信保険」という ）の取扱。 。

いは以下のとおりであること。 いは以下のとおりであること。

① 特定取引に係る個別クレジット契約の ① 特定取引に係る個別クレジット契約の

締結に団信保険の加入が伴う場合には、 締結に団信保険の加入が伴う場合には、

当該団信保険加入は、割販法省令第８１ 当該団信保険加入は、割販法省令第８１

条第１４号及び第８３条第１４号に定め 条第１４号及び第８３条第１４号に定め

る「前各号に掲げるもののほか特約があ る「前各号に掲げるもののほか特約があ

るときは、その内容」の「特約」に該当 るときは、その内容」の「特約」に該当

するため、書面に団信保険への加入に関 するため、書面に団信保険への加入に関

する内容を記載し、交付しなければなら する内容を記載し、交付しなければなら

ない。 ない。

② 上記①の場合には、個別クレジット契 ② 上記①の場合には、個別クレジット契

約に団信保険への加入が伴う旨を購入者 約に団信保険への加入が伴う旨を購入者

等に口頭で十分に説明した上で当該加入 等に口頭で十分に説明した上で当該加入

の同意を得ること。 の同意を得ること。

なお、加盟店に対し、割販法第３５条の なお、加盟店に対し、割販法第３５条の

３の８に規定する書面交付を行う際に、 ３の８に規定する書面交付を行う際に、

上記①、②の措置を講ずることを指導す 上記①、②の措置を講ずることを指導す

ることが求められる （◇） ることが求められる （◇）。 。

Ⅱ－２－２－２－３・４ （略） Ⅱ－２－２－２－３・４ （略）

Ⅱ－２－２－３ 適切な情報管理 Ⅱ－２－２－３ 適切な情報管理

（略） （略）

Ⅱ－２－２－３－１ 情報の管理 Ⅱ－２－２－３－１ 情報の管理

（略） (略)

（１）～（７） （略） （１）～（７） （略）

（８）人種、信条、門地、本籍地及び保険医療 （８）人種、信条、門地、本籍地及び保険医療

又は犯罪の経歴についての情報その他特別 又は犯罪の経歴についての情報その他特別

の非公開情報については、信用分野ガイド の非公開情報については、信用分野ガイド

ラインの例外事項に該当する場合以外には ラインの例外事項に該当する場合以外には

取得しない措置を講じていること。例外事 取得・使用等ができない措置を講じている

項に該当し、非公開情報を取得した場合に こと。

は、適切な業務の運営の確保その他必要と

認められる目的以外に使用しないことを確

保するための措置を講じていること。

Ⅱ－２－２－３－２・３ (略) Ⅱ－２－２－３－２・３ (略)

Ⅱ－２－２－４ その他 Ⅱ－２－２－４ その他

（略） （略）
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Ⅱ－２－２－４－１ （略） Ⅱ－２－２－４－１ （略）

Ⅱ－２－２－４－２ 債権管理 Ⅱ－２－２－４－２ 債権管理

１．契約の解除の制限等 １．契約の解除の制限等

（略） （略）

（１ ・ ２） （略） （１ ・ ２） （略））（ ）（

（３）購入者等による支払の義務が履行され （３）購入者等による支払の義務が履行され

ない場合（契約が解除された場合及び期限 ない場合（契約が解除された場合及び期限

の利益喪失の場合を除く ）においては、 の利益喪失の場合を除く ）においては、。 。

履行遅滞となっている賦払金の額に利息制 履行遅滞となっている賦払金の額に利息制

限法に定める範囲内の利率を乗じた額と、 限法に定める範囲内の利率を乗じた額と、

分割支払金合計の残額に法定利率を乗じた 分割支払金合計の残額に法定利率を乗じた

額のうち、いずれか低い額を遅延損害金と 額を合計した額のうち、いずれか低い額を

して請求することが、消費者保護の観点か 遅延損害金として請求することが、消費者

ら望ましい （◇） 保護の観点から望ましい （◇）。 。

（４）債権回収に当たっては、信用購入あっ （４）債権回収にあたっては、信用購入あっ

せん業者又は当該事業者から債権回収の事 せん業者又は当該事業者から債権回収の事

務の委託先が、以下のような取立て行為を 務の委託先が、以下のような取立て行為を

行わないように留意が必要である （◇） 行わないように留意が必要である （◇）。 。

①～③ （略） ①～③ （略）

④ 債権処理に関する債権を弁護士若しく ④ 債権処理に関する債権を弁護士若しく

は認定司法書士に委任した旨、調停その は認定司法書士に委任した旨、調停その

他の裁判手続をとった旨、又は公益財団 他の裁判手続をとった旨、又は財団法人

法人日本クレジットカウンセリング協会 日本クレジットカウンセリング協会から

から介入した旨の通知を受けた後に、正 介入した旨の通知を受けた後に、正当な

当な理由なく購入者等に支払の請求をす 理由なく購入者等に支払の請求をするこ

ること。 と。

⑤・⑥ （略） ⑤・⑥ （略）

Ⅱ－３ 監督の手法 Ⅱ－３ 監督の手法

信用購入あっせん業者に対する監督は、先述した 信用購入あっせん業者に対する監督は、先述した

ように、信用購入あっせん業者の業況に関する情報 ように、信用購入あっせん業者の業況に関する情報

を適確に把握、分析し、信用購入あっせん業者の業 を適確に把握、分析し、信用購入あっせん業者の業

務の健全性及び適切性に係る問題を早期に発見する 務の健全性及び適切性に係る問題を早期に発見する

とともに、必要に応じて行政処分等の監督上の措置 とともに、必要に応じて行政処分等の監督上の措置

を行うものである。 を行うものである。

具体的には、オンサイト（立入検査）とオフサイ 具体的には、オンサイト（立入検査）とオフサイ

ト（報告徴収等）の多様な手法を適切に組合せ、適 ト（報告徴収等）の多様な手法を適切に組合せ、適

確な情報収集を行い、その情報を元に、業務の健全 確な情報収集を行い、その情報を元に、業務の健全

性・適正性・違法性（行為規制違反、社内体制整備 性・適正性・違法性（行為規制違反、社内体制整備

等の不備等）について分析・検証を行い、購入者等 等の不備等）について分析・検証を行い、購入者等

の利益の保護及びクレジット取引の健全な発展の観 の利益の保護及びクレジット取引の健全な発展の観

点から、改善に向けた指摘（以下「改善指摘」とい 点から、改善に向けた指摘（以下「改善指摘」とい

う ）や行政処分等の必要性について判断し、実施す う ）や行政処分等の必要性について判断し、実施す。 。

ることである。監督の基本的な手法は、以下のとお ることである。監督の基本的な手法は、以下のとお

り。 り。
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なお、監督に当たっては信用購入あっせん業者の なお、監督にあたっては信用購入あっせん業者の

多種多様な業態に配慮しながら実施することに留意 多種多様な業態に配慮しながら実施することに留意

する必要がある。 する必要がある。

Ⅱ－３－１ 情報収集 Ⅱ－３－１ 情報収集

Ⅱ－３－１－１ 任意の事情聴取等 Ⅱ－３－１－１ 任意の事情聴取

（１）経済産業省本省又は主管局は、定期的に提 （１）定期的に提出される事業報告書等の内容、

出される事業報告書等、行政機関に寄せられ 苦情の内容、及び職員による信用購入あっせ

る苦情、及び職員による信用購入あっせん業 ん業の業務に関し法令に違反する行為又は信

の業務に関し法令に違反する行為又は信用購 用購入あっせんの業務の適正な運営に支障を

入あっせんの業務の適正な運営に支障を来す 来す行為（以下「不祥事件」という ）の発。

行為（以下「不祥事件」という ）の発生に 生その他の方法により情報を入手する。。

関する報告を受ける等により情報を入手し、 なお、信用購入あっせん業者は、不祥事件

実態把握に努める。 があったことを知った場合には、迅速かつ適

なお、信用購入あっせん業者は、不祥事件 切な対応による購入者等の利益の保護の観点

があったことを知った場合には、迅速かつ適 から、経済産業省本省又は主管局に速やかに

切な対応による購入者等の利益の保護の観点 当該事実を申し出ることが望まれる。

から、経済産業省本省又は主管局に速やかに （注）不祥事件とは、信用購入あっせん業の

当該事実を申し出ることが望まれる。 業務に関し法令に違反する行為の外、次に掲

（注）不祥事件とは、信用購入あっせん業の げる行為が該当する。

業務に関し法令に違反する行為の外、次に掲 ・信用購入あっせん業務に関し、購入者等の

げる行為が該当する。 利益を損なうおそれのある詐欺、横領、背任

・信用購入あっせん業務に関し、購入者等の 等

利益を損なうおそれのある詐欺、横領、背任 ・信用購入あっせん業務に関し、利用者等か

等 ら告訴、告発され又は検挙された行為

・信用購入あっせん業務に関し、利用者等か ・その他信用購入あっせん業務の適正な運営

ら告訴、告発され又は検挙された行為 に支障を来す行為又はそのおそれのある行為

・その他信用購入あっせん業務の適正な運営 等

に支障を来す行為又はそのおそれのある行為

等

（２）経済産業本省又は主管局は、入手した情報 （２）情報を精査した結果、信用購入あっせん業

を精査した結果、信用購入あっせん業者等に 者等に法令違反行為や体制整備要件の不備等

法令違反行為や体制整備要件の不備 以下 法 （以下「法令違反等」という ）のおそれが（ 「 。

令違反」という ）等のおそれがあると認め あると認められるときは、当該事業者に対し。

るときは、当該事業者に対する任意の事情聴 任意の事情聴取、又は事実関係の報告や関係

取を実施し、又は事実関係の報告や関係資料 資料の提出等を求めるものとする。

の提出等を求めるものとする。

（３）事情聴取等の結果、法令違反等のおそれが （３）事情聴取の結果、明らかな法令違反が認め

認められ、処分の実施を検討する上で必要が られ、処分の実施を検討する必要がある場合

ある場合には、報告徴収命令を実施し、法令 には、報告徴収命令又は立入検査を実施し、

違反等に関する事実関係を確認するものとす 法令違反行為等に関する事実関係を確認する

る （詳細はⅡ－３－１－２参照） ものとする。。

ただし、信用購入あっせん業者等による適

正な業務運営に向けた自主的な取組を促進す

る観点から、信用購入あっせん業者等から法
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令違反等に関する任意の報告を受け、当該報

告の内容から法令違反等の改善措置、再発防

止策及び購入者等の利益の保護に関する措置

が適切に講じられると判断される場合には、

引き続き任意の事情聴取及び書面による報告

等により、改善措置等に関するフォローアッ

プを行うことができることとする。

Ⅱ－３－１－２ 報告徴収・物件提出命令、立入 Ⅱ－３－１－２ 報告徴収・物件提出命令

検査

Ⅱ－３－１－２－１ 法令違反の事実確認 Ⅱ－３－１－２－１ 違反行為の確認

（１）上記の事情聴取等において、聴取内容か （１）上記の事情聴取において、聴取内容から

ら法令違反等のおそれが認められる場合、 法令違反行為等が認められる場合、当該信

当該信用購入あっせん業者等が事情聴取等 用購入あっせん業者等が事情聴取等の求め

の求めに応じない場合等には、報告徴収命 に応じない場合等には、報告徴収命令を発

令又は立入検査により、事実関係、発生原 出し、事実関係、発生原因分析結果、改善

因分析結果、改善措置等の事実確認を行う 措置その他必要と認められる事項について

、 。ものとする。 報告又は物件の提出を求めるものとする

ただし、購入者等の利益の保護及び被害 ただし、不祥事件が発生した場合等にお

の拡大防止等の観点から緊急性が高いと認 いて、購入者等の利益の保護及び被害の拡

められる場合並びに処分の発動要件を充足 大防止等の観点から緊急性が高いと認めら

することが明白な場合は、報告徴収命令及 れる場合並びに処分の発動要件を充足する

び立入検査を行うことなく、直ちに処分の ことが明白な場合（例えば、当該事業者が

実施を検討することを妨げない。 貸金業法により罰金刑に処せられた場合や

暴力団排除条項に該当する場合など）は、

報告徴収命令を行うことなく、直ちに処分

の実施を検討することを妨げない。

（２） （略） （２） （略）

（３）上記（１）の報告徴収又は立入検査の結 （３）上記（１）の報告内容を検証した結果、

果を検証した結果、法令違反その他購入者 法令違反行為その他購入者等の利益の保護

等の利益の保護及び業務の健全性・適切性 及び業務の健全性・適切性等の観点から重

等の観点から重大な問題が認められる場合 大な問題が認められる場合には、処分の実

、又は当該事業者の自主的な改善措置を求 施を検討するものとする。

めることが可能ではない場合には、処分の

実施を検討するものとする。

（削る） （４）処分の実施を検討する場合において、報

告徴収のみでは法令違反等を裏付ける証拠

の収集が不十分であると判断される場合は

、立入検査を実施し、追加的に証拠を収集

するものとする。

Ⅱ－３－１－２－２ 改善命令、改善指摘の履行 Ⅱ－３－１－２－２ 改善命令、改善指摘の履行

状況の確認 状況の確認

購入あっせん業者に対して改善命令を発出する 購入あっせん業者に対して改善命令を発出する

場合、改善命令事項の履行状況を確認するため、 場合、改善命令事項の履行状況を確認するため、
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改善命令と併せて報告徴収命令を発出することと 改善命令と併せて報告徴収命令を発出することと

する。また、改善命令には至らなかったが、改善 する。また、改善命令には至らなかったが、改善

指導をしたものについても履行状況を確認する。 指摘をしたものについても履行状況を確認する。

なお、詳細はⅡ－３－２－１－６に記述する。 なお、詳細はⅡ－３－２－１－６に記述する。

Ⅱ－３－１－３ （略） Ⅱ－３－１－３ （略）

Ⅱ－３－２ 監督上の措置 Ⅱ－３－２ 監督上の措置

Ⅱ－３－２－１ 行政処分 Ⅱ－３－２－１ 行政処分

Ⅱ－３－２－１－１ （略） Ⅱ－３－２－１－１ （略）

Ⅱ－３－２－１－２ 行政処分の基準 Ⅱ－３－２－１－２ 行政処分の基準

（１ ・ ２） （略） （１ ・ ２） （略））（ ）（

（３）軽減事由 （３）軽減事由

上記（１）及び（２）の他に、行政による 上記（１）及び（２）の他に、行政による

対応に先行して、自主的に当該行為を経済産 対応に先行して、自主的に当該行為を経済産

業省本省又は主管局に申し出ている、当該事 業省本省又は主管局に申し出ている、当該事

業者自身が自主的に購入者等の保護のために 業者自身が自主的に購入者等の保護のために

所要の対応に取り組んでいる、といった処分 所要の対応に取り組んでいる、といった処分

内容の軽減あるいは猶予を考慮すべき事由が 内容の軽減を考慮すべき事由があるか。

あるか。

Ⅱ－３－２－１－３～５ （略） Ⅱ－３－２－１－３～５ （略）

Ⅱ－３－２－１－６ Ⅱ－３－２－１－６

（１）行政手続法に基づく手続 （１）行政手続法に基づく手続

① 登録取消し、業務停止命令、カード等 ① 登録取消し、業務停止命令、カード等

交付等禁止命令及び改善命令の処分に先 公布禁止命令及び改善命令の処分に先立

立ち、下記の手順において、行政手続法 ち、下記の手順において、行政手続法、

、経済産業省聴聞手続規則（平成６年通 経済産業省聴聞手続規則（平成６年通商

商産業省令第６２号 、割販法第４３条 産業省令第６２号 、割販法第４３条、） ）

、割販法省令第１３９条の規定等に基づ 割販法省令第１３９条の規定等に基づく

く聴聞を行う。 聴聞を行う。

ア）聴聞の実施に当たっては、当該処分 ア）聴聞の実施にあたっては、当該処分

に係る者（以下「当事者」という ）に に係る者（以下「当事者」という ）に。 。

聴聞通知書が送付される。 聴聞通知書が送付される。

イ）～エ） （略） イ）～エ） （略）

② （略） ② （略）

（２）行政処分通知書の交付 （２）行政処分通知書の交付

行政手続法等に基づく手続を経て処分を実施 行政手続法等に基づく手続を経て処分を実

するときは、原則として、当事者に対して、経 施するときは、原則として、当事者に対して

済産業省本省又は主管局 への来庁を処分日（処 、本省又は主管局 への来庁を処分日（処分通

分通知書交付日）の前日に要請し、処分日当日 知書交付日）の前日に要請し、処分日当日に

に処分通知書を手交する。 処分通知書を手交する。

なお、当事者が出頭しないときその他やむを なお、当事者が出頭しないときその他やむ

得ない事情があるときは、処分通知書は郵送に を得ない事情があるときは、処分通知書は郵

より交付する。 送により交付する。
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（３ ・ ４） （略） （３ ・ ４） （略））（ ）（

（５）行政処分の発効 （５）行政処分の発効

① （略） ① （略）

ア） （略） ア） （略）

イ）カード等交付等禁止命令又は業務停止 イ）カード等発行禁止命令又は業務停止命

命令は、行政処分通知書の交付日の翌 令は、行政処分通知書の交付日の翌日

日から起算して、概ね２週間後の日か から起算して、概ね２週間後の日から

ら発効させるものとする。 発効させるものとする。

Ⅱ－３－２－２ （略） Ⅱ－３－２－２ （略）

第３章 信用購入あっせん業者に対する検査 第３章 信用購入あっせん業者に対する検査

Ⅲ－１（略） Ⅲ－１ （略）

Ⅲ－２ 検査官の行動規範 Ⅲ－２ 検査官の行動規範

検査官は、検査を行うに当たり、以下の事項につ 検査官は、検査を行うにあたり、以下の事項につ

いて、常に留意しなければならない。 いて、常に留意しなければならない。

Ⅲ－３ 検査に係る基本事項 Ⅲ－３ 検査に係る基本事項

Ⅲ－３－１・２ （略） Ⅲ－３－１・２ （略）

Ⅲ－３－３ 検査実施手続 Ⅲ－３－３ 検査実施手続

Ⅲ－３－３－１・２ （略） Ⅲ－３－３－１・２ （略）

Ⅲ－３－３－３ 立入検査終了後 Ⅲ－３－３－３ 立入検査終了後

主管局担当課は、立入検査事実確認書におい 主管局担当課は、立入検査において確認した

て確認した事項について検討し、行政処分を発 指摘事項について検討し、行政処分を発動する

動する必要性が認められると考える場合は、商 必要性が認められると考える場合は、商取引監

取引監督課と調整するものとする。 督課と調整するものとする。

Ⅲ－３－３－４ 立入検査結果通知書 Ⅲ－３－３－４ 立入検査結果通知書

主管局担当課は、正式な立入検査の結果を立 主管局担当課は、正式な立入検査の結果を立

入検査結果通知書として、原則として立入検査 入検査結果通知書として、原則として立入検査

終了後おおむね３月以内に被検査者に交付する 終了後おおむね３月以内に被検査者に交付する

ものとする。なお、主管局担当課は、立入検査 ものとする。なお、主管局担当課は、立入検査

結果通知書により指摘した法令違反等に関する 結果通知書に基づき改善指摘した事項に関する

改善結果又は改善計画について、報告徴収によ 改善結果又は改善計画について、報告徴収によ

り確認するものとし、当該報告徴収の提出期限 り確認するものとし、当該報告徴収の提出期限

は、原則として立入検査結果通知書の交付から は、原則として立入検査結果通知書の交付から

１月以内とする。 １月以内とする。

ただし、被検査者から立入検査結果通知書の

交付までの間に、指摘を予定していた法令違反

等に関する事項について、改善した旨の報告が

あり、改善の事実が確認された場合には、当該

事項は報告徴収の対象から除くことができるこ

ととする。
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Ⅲ－３－３－５ 意見申出制度 Ⅲ－３－３－５ 意見申出制度

意見申出制度は、検査官の検査水準の維持及 意見申出制度は、検査官の検査水準の維持及

び向上、検査手続の透明性及び公正性の確保を び向上、検査手続の透明性及び公正性の確保を

図ることを目的として、立入検査において検査 図ることを目的として、立入検査において検査

官と被検査者との意見相違事項について、被検 官と被検査者との意見相違事項について、被検

査者の責任者が検査を実施した経済産業省本省 査者の責任者が経済産業省へ意見を提出できる

又は主管局へ意見を提出できるものである。提 ものである。提出された意見については、審査

出された意見については、審査の上、必要に応 の上、必要に応じ、立入検査結果通知書に反映

じ 立入検査結果通知書に反映するものとする するものとする。、 。

Ⅲ－３－３－６ （略） Ⅲ－３－３－６ （略）

Ⅲ－４ 包括信用購入あっせん業者の検査に当たっ Ⅲ－４ 包括信用購入あっせん業者の検査に当たっ

ての検査項目 ての検査項目

（略） （略)

Ⅲ－４－１ （略） Ⅲ－４－１ （略）

Ⅲ－４－２ 業務の適切性 Ⅲ－４－２ 業務の適切性

Ⅲ－４－２－１ 過剰与信防止 Ⅲ－４－２－１ 過剰与信防止

Ⅲ－４－２－１－１ 与信審査等 Ⅲ－４－２－１－１ 与信審査等

１．与信審査に係る体制整備 １．与信審査に係る体制整備

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略）

（９）購入者等から徴収する手数料について （９）購入者等から徴収する手数料について

、出資法第５条第２項に規定される割合を 、出資法第５条第２項に規定される割合を

超えていないか。また、購入者等から包括 超えていないか。また、購入者等から包括

信用購入あっせんに係る手数料を徴収しな 信用購入あっせんに係る手数料を徴収しな

い場合には、手数料率、現金販売価格又は い場合に、当該手数料を負担している者を

現金提供価格及び支払総額の記載等により 明確にし、現金販売価格又は現金提供価格

、包括信用購入あっせんの手数料を徴収し に上乗せしていないか （本基本方針Ⅱ－。

ない旨を明確にしているか （本基本方針 ２－２－１－１（５ ）。 ）

Ⅱ－２－２－１－１（５ ））

２．～４． （略） ２．～４． （略）

Ⅲ－４－２－２ 公正かつ適切な取引の確保 Ⅲ－４－２－２ 公正かつ適切な取引の確保

Ⅲ－４－２－２－１ 取引条件の表示及び書面 Ⅲ－４－２－２－１ 取引条件の表示及び書面

の交付 の交付

（１） （略） （１） （略）

（２）取引条件は法定事項を満たしているか。 （２）取引条件は法定事項を満たしているか。

取引条件の表示に関する書面の記載に当た （割販法第３０条第１項、割販法省令第３

っては、法令に定める用語を使用している ６条第３項、割販法第３０条第２項、割販

か（読み替えによる記載を含む （割販法 法省令第３７条第３項、割販法省令第３８。）。

第３０条第１項、割販法省令第３６条、割 条）

販法第３０条第２項、割販法省令第３７条

、割販法省令第３８条）

（３）書面交付を適正に行っているか （割販法 （３）書面交付を適正に行っているか （割販法。 。

第３０条の２の３） 第３０条の２の３）
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（４）契約締結時書面及びリボルビング方式の （新規）

請求時書面の記載に当たっては、法令に定

める用語を使用しているか（読み替えによ

る記載を含む （割販法第３０条の２の３。）。

第１項、同条第２項、同条第３項、割販法

省令第５１条、第５２条、第５３条）

（５）契約締結時書面は法定事項を満たしてい （４）契約締結時書面は法定事項を満たしてい

るか （割販法第３０条の２の３第１項、同 るか （割販法第３０条の２の３第１項、同。 。

条第２項、割販法省令第４９条、割販法省 条第２項、割販法省令第４９条、割販法省

令第５０条、割販法省令第５１条、割販法 令第５０条、割販法省令第５１条、割販法

省令第５２条） 省令第５２条）

（６）リボルビング方式の請求時書面は法定事 （５）リボルビング方式の請求時書面は法定事

項を満たしているか （割販法第３０条の２ 項を満たしているか （割販法第３０条の２。 。

の３第３項、割販法省令第５３条） の３第３項、割販法省令第５３条）

Ⅲ－４－２－２－２ （略） Ⅲ－４－２－２－２ （略）

Ⅲ－４－２－２－３ 苦情処理 Ⅲ－４－２－２－３ 苦情処理

１.～３. （略） １.～３. （略）

４．抗弁に係る対応 ４．抗弁に係る対応

（１） (略) （１） (略)

（２）特定継続的役務提供等契約の中途解約 （２）特定継続的役務提供等契約の中途解約

に係る申出については、以下の対応を図っ に係る申出については、以下の対応を図っ

ているか。 ているか。

① 特定継続的役務提供等契約の中途解約 ① 特定継続的役務提供等契約の中途解約

の申出について、割販法第３０条の４に の申出について、割販法第３０条の４及

規定するあっせん業者に対する抗弁事由 び第３５条の３の１９に規定するあっせ

に該当するものとして対応すること。 ん業者に対する抗弁事由に該当するもの

② 中途解約につき合意がなされた場合で として対応すること。

あっても、購入者等への解約清算金の返 ② 中途解約につき合意がなされた場合で

還が行われるまでの間は抗弁事由が存続 あっても、購入者等への解約清算金の返

するものとして、購入者等への支払請求 還が行われるまでの間は抗弁事由が存続

を行わないこと。ただし、購入者等の同 するものとして、購入者等への支払請求

意が得られた場合には、既に提供を受け を行わないこと。ただし、購入者等の同

た役務に係る代金相当額について、支払 意が得られた場合には、既に提供を受け

請求することができるものとする。 た役務に係る代金相当額について、支払

（本基本方針Ⅱ－２－２－２－４の１. 請求することができるものとする。

（９ ） （本基本方針Ⅱ－２－２－２－４の１.）

（９ ））

Ⅲ－４－２－３ 適切な情報管理 Ⅲ－４－２－３ 適切な情報管理

Ⅲ－４－２－３－１ 情報の管理 Ⅲ－４－２－３－１ 情報の管理

（１ ・ ２） （略） （１ ・ ２） （略））（ ）（

（３） 個人情報の安全管理のために、信用 （３） 個人情報の安全管理のために、信用

分野ガイドラインに基づいて組織的、 分野ガイドラインに基づいて組織的、

人的、物理的及び技術的な措置を講じ 人的、物理的及び技術的な措置を講じ
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ているか （割販法第３０条の５の２） ているか （割販法省令第５６条）。 。

（４）～（８） （略） （４）～（８） （略）

（９）購入者等に関する人種、信条及び本籍 （９）購入者等に関する人種、信条及び本籍

地等の特別の非公開情報を、信用分野ガ 地等の特別の非公開情報を、適切な業務

イドラインの例外事項に該当する場合以 の運営の確保その他必要と認められる目

外には取得しない措置を講じているか。 的以外に使用しないことを確保するため

また、例外事項に該当し、非公開情報を の措置を講じているか （割販法省令第。

取得した場合には、適切な業務の運営の ５８条）なお、この場合、信用分野ガイ

確保その他必要と認められる目的以外に ドラインの例外事項に該当する場合の判

使用しないことを確保するための措置を 断基準を社内規則等に明確に定め、かつ

講じているか （割販法省令第５８条） 、特別の非公開情報の取得にあたっては。

、本人の明示的な同意を取得することと

し、本人確認書類等に業務上必要でない

当該情報が記載されているときは、当該

情報を黒塗りするなどの適切な措置をと

ることとしているかについても確認す

る。

（１０） （略） （１０） （略）

Ⅲ－４－２－３－２・３ （略） Ⅲ－４－２－３－２・３ （略）

Ⅲ－４－２－４ その他 Ⅲ－４－２－４ その他

Ⅲ－４－２－４－１ 委託先の管理 Ⅲ－４－２－４－１ 委託先の管理

（１）業務を委託する場合、業務の内容を明確 （１）業務を委託する場合、法令に規定する措

にし 法令に規定する措置を講じているか 置を講じているか （割販法第３０条の５の、 。 。

（割販法第３０条の５の２、割販法省令第 ２、割販法省令第５９条）

５９条）

（２）委託先を適正に選定するための基準等を （２）委託先を適正に選定するための基準等を

。（ （ ） ．（ ． 。（ （ ） ．（ ．定めているか 審査基準 別紙１ ２ １ 定めているか 審査基準 別紙１ ２ １

（５）① ） （５）① ）） ）

（削る） （３）委託契約書等において、委託している業

務内容が明確になっているか （割販法省令。

第５９条）

（３）委託先における業務状況を定期的に確認 （４）委託先における業務状況を定期的に確認

し、問題がある場合には改善を求めるなど し、問題がある場合には改善を求めるなど

適切な監督を行うこととなっているか （審 適切な監督を行うこととなっているか （審。 。

査基準（別紙１）２ （１ （５）② ） 査基準（別紙１）２ （１ （５）② ）． ． ） ． ． ）

（４）委託先の行為に伴う購入者等からの苦情 （５）委託先の行為に伴う購入者等からの苦情

があった場合には適切かつ迅速に処理する があった場合には適切かつ迅速に処理する

こととなっているか （審査基準（別紙１） こととなっているか （審査基準（別紙１）。 。

２ （１ （５）③ ） ２ （１ （５）③ ）． ． ） ． ． ）

（５）委託先が法令違反行為を行ったような場 （６）委託先が法令違反行為を行ったような場

合には、速やかに当該委託契約を解除する 合には、速やかに当該委託契約を解除する

こと等により、購入者等の利益の保護を図 こと等により、購入者等の利益の保護を図

ることが明確になっているか 審査基準 別 ることが明確になっているか （審査基準。（ （ 。
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紙１）２ （１ （５）④ ） （別紙１）２ （１ （５）④ ）． ． ） ． ． ）

（６）委託先の管理に関する社内規則等を整備 （７）委託先の管理に関する社内規則等を整備

しているか （割販法省令第６６条第１項第 しているか （割販法省令第６６条第１項。 。

１号及び第３号） 第１号及び第３号）

Ⅲ－４－２－４－２ 債権管理 Ⅲ－４－２－４－２ 債権管理

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５）購入者等による支払の義務が履行されな （５）購入者等による支払の義務が履行されな

い場合（契約が解除された場合及び期限の い場合（契約が解除された場合及び期限の

利益喪失の場合を除く ）において、履行遅 利益喪失の場合を除く ）において、履行遅。 。

滞となっている賦払金の額に利息制限法に 滞となっている賦払金の額に利息制限法に

定める範囲内の利率を乗じた額と分割支払 定める範囲内の利率を乗じた額と分割支払

金合計の残額に法定利率を乗じた額のうち 金合計の残額に法定利率を乗じた額を合計

、いずれか低い額を遅延損害金として請求 した額のうち、いずれか低い額を遅延損害

しているか （本基本方針Ⅱ－２－２－４－ 金として請求しているか （本基本方針Ⅱ－。 。

２の１ （３ ） ２－２－４－２の１ （３ ）． ） ． ）

（６) 債権回収に当たり、信用購入あっせん業 （６) 債権回収にあたり、信用購入あっせん業

者又は当該事業者から債権回収の事務の委 者又は当該事業者から債権回収の事務の委

託先が、以下のような取立て行為を行って 託先が、以下のような取立て行為を行って

いないか。 いないか。

①～③ （略） ①～③ （略）

④ 債権処理に関する債権を弁護士若しくは ④ 債権処理に関する債権を弁護士若しくは

認定司法書士に委任した旨の通知、調停そ 認定司法書士に委任した旨の通知、調停そ

の他の裁判手続をとった旨、又は公益財団 の他の裁判手続をとった旨、又は財団法人

法人日本クレジットカウンセリング協会か 日本クレジットカウンセリング協会から介

ら介入した旨の通知を受けた後に、正当な 入した旨の通知を受けた後に、正当な理由

理由なく購入者等に支払の請求をすること なく購入者等に支払の請求をすること

⑤・⑥ （略） ⑤・⑥ （略）

Ⅲ－４－２－４－３ （略） Ⅲ－４－２－４－３ （略）

Ⅲ－５ 個別信用購入あっせん業者の検査に当たっ Ⅲ－５ 個別信用購入あっせん業者の検査に当たっ

ての検査項目 ての検査項目

個別信用購入あっせん業者に対する検査に当た 個別信用購入あっせん業者に対する検査事務に

っては、下記の各検査項目に則して、その業務実 あたっては、下記の各検査項目に則して、その業

態を確認するものとする。当該検査項目は、個別 務実態を確認することとする。当該検査項目は、

信用購入あっせん業者に対する業務改善の指摘、 個別信用購入あっせん業者に対する業務改善の指

行政処分の判断基準ともなることから、検査官は 摘、行政処分の判断基準ともなることから、検査

個別信用購入あっせん業者による当該検査項目の 官は個別信用購入あっせん業者による当該検査項

充足状況を適確に把握することに努めなければな 目の充足状況を適確に把握することに努めなけれ

らない。 ばならない。

なお、法令の義務規定には該当しないものの、 なお、法令の義務規定には該当しないものの、

消費者の利益の保護、利便性の確保、クレジット 消費者の利益の保護、利便性の確保、クレジット

市場の健全な発展のために事業者に遵守を求める 市場の健全な発展のために事業者に遵守を求める

ことが適当と考えられるものも当該検査項目には ことが適当と考えられるものも当該検査項目には
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含まれることに検査官は留意することとする。 含まれることに検査官は留意することとする。

また、当該検査項目のうち、根拠として審査基 また、当該検査項目のうち、根拠として審査基

準（別紙１）の記載がある検査項目について、そ 準（別紙１）の記載がある検査項目について、そ

の不備が認められる場合には、割販法第３５条の の不備が認められる場合には、割販法第３５条の

３の２６第１項第９号に規定する個別信用購入あ ３の２６第１項第９号に規定する個別信用購入あ

っせんの公正かつ適確な実施を確保するために必 っせんの公正かつ適確な実施を確保するために必

要な体制が整備されているとは認められないこと 要な体制が整備されているとは認められないこと

から、割販法第３５条の３の３１に規定する行政 から、割販法第３５条の３の３１に規定する行政

。 。処分の対象となり得ることに留意することとする 処分の対象となり得ることに留意することとする

同様に、当該検査項目のうち、根拠として審査 同様に、当該検査項目のうち、根拠として審査

基準（別紙２）の記載がある検査項目について、 基準（別紙２）の記載がある検査項目について、

その不備が認められる場合には、割販法第３５条 その不備が認められる場合には、割販法第３５条

の３の４の規定に違反するものとして、割販法第 の３の４の規定に違反するものとして、割販法第

３０条の５の３に規定する行政処分の対象となり ３０条の５の３に規定する行政処分の対象となり

得ることに留意することとする。 得ることに留意することとする。

Ⅲ－５－１ （略） Ⅲ－５－１ （略）

Ⅲ－５－２ 業務の適切性 Ⅲ－５－２ 業務の適切性

Ⅲ－５－２－１ 過剰与信防止 Ⅲ－５－２－１ 過剰与信防止

Ⅲ－５－２－１－１ 与信審査等 Ⅲ－５－２－１－１ 与信審査等

１．与信審査に係る体制整備 １．与信審査に係る体制整備

（１）～（９） （略） （１）～（９） （略）

（１０）購入者等から徴収する手数料について （１０）購入者等から徴収する手数料について

、出資法第５条第２項に規定される割合を 、出資法第５条第２項に規定される割合を

超えていないか。また、購入者等から個別 超えていないか。また、購入者等から個別

信用購入あっせんに係る手数料を徴収しな 信用購入あっせんに係る手数料を徴収しな

い場合には、手数料率、現金販売価格又は い場合に、当該手数料を負担している者を

現金提供価格及び支払総額の記載等により 明確にし、現金販売価格又は現金提供価格

、個別信用購入あっせんの手数料を徴収し に上乗せしていないか （本基本方針Ⅱ－２。

ない旨を明確にしているか （本基本方針Ⅱ －２－１－１（５ ）。 ）

－２－２－１－１（５ ））

２．～５． （略） ２．～５． （略）

Ⅲ－５－２－２ 公正かつ適切な取引の確保 Ⅲ－５－２－２ 公正かつ適切な取引の確保

Ⅲ－５－２－２－１ 書面の交付 Ⅲ－５－２－２－１ 書面の交付

１．特定取引に係る書面の交付 １．特定取引に係る書面の交付

（１） (略) （１） （略）

（２）申込書面及び契約締結時書面の記載に （新規）

当たっては、法令に定める用語を使用して

いるか 読み替えによる記載を含む 割（ 。）。（

販法第３５条の３の９、割販法省令第８１

条、第８２条、第８３条、第８４条）

（ ） 。 （ ） 。３ 申込書面は法定事項を満たしているか ２ 申込書面は法定事項を満たしているか

（割販法第３５条の３の９第２項、割販法 （割販法第３５条の３の９第２項、割販法
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省令第８１条、割販法省令第８２条） 省令第８１条、割販法省令第８２条）

（４）契約締結時書面は法定事項を満たして （３）契約締結時書面は法定事項を満たして

いるか （割販法第３５条の３の９第４項 いるか （割販法第３５条の３の９第４項。 。

、割販法省令第８３条、割販法省令第８４ 、割販法省令第８３条、割販法省令第８４

条） 条）

２． （略） ２． （略）

Ⅲ－５－２－２－２ 加盟店管理 Ⅲ－５－２－２－２ 加盟店管理

１． （略） １． （略）

２．特定取引に係る加盟店管理に係る実施状況 ２．特定取引に係る加盟店管理に係る実施状況

（１ ・ ２） （略） （１ ・ ２） （略））（ ）（

（３）特定取引に係る加盟店契約時調査の記 （３）特定取引に係る加盟店契約時調査の記

録は、法定事項を満たし、適正に作成及び 録は、法定事項を満たし、適正に作成及び

保存しているか （割販法省令第７８条） 保存しているか （割販法省令第７８条第。 。

１項）

（４ ・ ５） (略) （４ ・ ５） （略））（ ）（

Ⅲ－５－２－２－３ 苦情処理 Ⅲ－５－２－２－３ 苦情処理

１．～５． （略） １．～５． （略）

６．抗弁に係る対応 ６．抗弁に係る対応

（１） （略） （１） （略）

（２）特定継続的役務提供等契約の中途解約 （２）特定継続的役務提供等契約の中途解約

に係る申出については、以下の対応を図っ に係る申出については、以下の対応を図っ

ているか。 ているか。

① 特定継続的役務提供等契約の中途解約 ① 特定継続的役務提供等契約の中途解約

の申出について、割販法第３５条の３ の申出について、割販法第３０条の４及

の１９に規定するあっせん業者に対す び第３５条の３の１９に規定するあっせ

る抗弁事由に該当するものとして対応 ん業者に対する抗弁事由に該当するもの

すること。 として対応すること。

② 中途解約につき合意がなされた場合で ② 中途解約につき合意がなされた場合で

あっても、購入者等への解約清算金の あっても、購入者等への解約清算金の返

返還が行われるまでの間は抗弁事由が 還が行われるまでの間は抗弁事由が存続

存続するものとして、購入者等への支 するものとして、購入者等への支払請求

払請求を行わないこと。ただし、購入 を行わないこと。ただし、購入者等の同

者等の同意が得られた場合には、既に 意が得られた場合には、既に提供を受け

提供を受けた役務に係る代金相当額に た役務に係る代金相当額について、支払

ついて、支払請求することができるも 請求することができるものとする。

のとする。 （本基本方針Ⅱ－２－２－２－４の１.

（本基本方針Ⅱ－２－２－２－４の１. （９ ））

（９ ））

Ⅲ－５－２－３ 適切な情報管理 Ⅲ－５－２－３ 適切な情報管理

Ⅲ－５－２－３－１ 情報の管理 Ⅲ－５－２－３－１ 情報の管理

（１ ・ ２） （略） （１ ・ ２） （略））（ ）（

（３）個人情報の安全管理のために、信用分野 （３）個人情報の安全管理のために、信用分野
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ガイドラインに基づいて組織的、人的、物 ガイドラインに基づいて組織的、人的、物

理的及び技術的な措置を講じているか （割 理的及び技術的な措置を講じているか （割。 。

販法第３５条の３の２０） 販法省令第８９条）

（４）～（８） （略） （４）～（８） （略）

（９）購入者等に関する人種、信条及び本籍地 （９）購入者等に関する人種、信条及び本籍地

等の特別の非公開情報を、信用分野ガイド 等の特別の非公開情報を、適切な業務の運

ラインの例外事項に該当する場合以外には 営の確保その他必要と認められる目的以外

取得しない措置を講じているか。また、例 に使用しないことを確保するための措置を

外事項に該当し、非公開情報を取得した場 講じているか （割販法省令第９１条）なお。

合には、適切な業務の運営の確保その他必 、この場合、信用分野ガイドラインの例外

要と認められる目的以外に使用しないこと 事例に該当する場合の判断基準を社内規則

を確保するための措置を講じているか （割 等に明確に定め、かつ、特別の非公開情報。

販法省令第９１条） の取得にあたっては、本人の明示的な同意

を取得することとし、本人確認書類等に業

務上必要でない当該情報が記載されている

ときは、当該情報を黒塗りするなどの適切

な措置をとることとしているかについても

確認する。

（１０） （略） （１０） （略）

Ⅲ－５－２－３－２ （略） Ⅲ－５－２－３－２ （略）

Ⅲ－５－２－４ その他 Ⅲ－５－２－４ その他

Ⅲ－５－２－４－１ 委託先の管理 Ⅲ－５－２－４－１ 委託先の管理

（１）業務を委託する場合、業務の内容を明確 （１）業務を委託する場合、法令に規定する措

にし 法令に規定する措置を講じているか 置を講じているか （割販法第３５条の３の、 。 。

（割販法第３５条の３の２０、割販法省令 ２０、割販法省令第９２条）

第９２条）

（２） （略） （２） （略）

（削る） （３）委託契約書等において、委託している業

務内容が明確になっているか （割販法省令。

第９２条）

（３）委託先における業務状況を定期的に確認 （４）委託先における業務状況を定期的に確認

し、問題がある場合には改善を求めるなど し、問題がある場合には改善を求めるなど

適切な監督を行うこととなっているか （審 適切な監督を行うこととなっているか （審。 。

査基準（別紙１）１ （５）②） 査基準（別紙１）１ （５）②）． ．

（４）委託先の行為に伴う購入者等からの苦情 （５）委託先の行為に伴う購入者等からの苦情

があった場合には適切かつ迅速に処理する があった場合には適切かつ迅速に処理する

こととなっているか （審査基準（別紙１） こととなっているか （審査基準（別紙１）。 。

１ （５）③） １ （５）③）． ．

（５）委託先が法令違反行為を行ったような場 （６）委託先が法令違反行為を行ったような場

合には、速やかに当該委託契約を解除する 合には、速やかに当該委託契約を解除する

こと等により、購入者等の利益の保護を図 こと等により、購入者等の利益の保護を図

ることが明確になっているか 審査基準 別 ることが明確になっているか 審査基準 別。（ （ 。（ （

紙１）１ （５）④） 紙１）１ （５）④）． ．
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（６）委託先の管理に関する社内規則等を整備 （７）委託先の管理に関する社内規則等を整備

しているか （割販法省令第１０１条第１項 しているか （割販法省令第１０１条第１項。 。

第１号及び第３号） 第１号及び第３号）

Ⅲ－５－２－４－２ 債権管理 Ⅲ－５－２－４－２ 債権管理

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略）

（６）債権回収に当たり、信用購入あっせん業 （６）債権回収にあたり、信用購入あっせん業

者又は当該事業者から債権回収の事務の委 者又は当該事業者から債権回収の事務の委

託先が、以下のような取立て行為を行って 託先が、以下のような取立て行為を行って

いないか。 いないか。

①～③ （略） ①～③ （略）

④ 債権処理に関する債権を弁護士若しくは ④ 債権処理に関する債権を弁護士若しくは

認定司法書士に委任した旨の通知、調停そ 認定司法書士に委任した旨の通知、調停そ

の他の裁判手続きをとった旨、又は公益財 の他の裁判手続きをとった旨、又は財団法

団法人日本クレジットカウンセリング協会 人日本クレジットカウンセリング協会から

から介入した旨の通知を受けた後に、正当 介入した旨の通知を受けた後に、正当な理

な理由なく購入者等に支払の請求をするこ 由なく購入者等に支払の請求をすること

と

⑤・⑥ （略） ⑤・⑥ （略）

（参考） （略） （参考） （略）


